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平成 30 年７月豪雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について 

 

平成 30 年７月豪雨による災害について、神戸市における被害が下記のとおり被災者生活再

建支援法の対象となる自然災害と認められ、同法が適用されることとなりましたので、お知

らせします。 

記 

 

１ 法の対象となる自然災害が発生した市町名〔住宅全壊世帯数〕 

神戸市〔全壊 10世帯〕 

※ 上記数値は平成 30年７月 26日 17 時現在のものであり、今後の調査で数値が変動す

る可能性あり 

 

２ 該 当 条 項  被災者生活再建支援法施行令第１条第２号 

（10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村） 

 

３ 災害発生日  平成 30 年７月５日 

  （法適用日） 

 

４ 決 定 日  平成 30年７月 26 日 

 

 

 

 

生活支援班長 
白石 豊 

（参考）県内市町へのこれまでの適用状況 

１ 適用市町  宍粟市（人口 37,773 人、全壊５世帯[７月９日 16 時現在]） 

２ 適用基準  被災者生活再建支援法施行令第１条第６号 

（支援法適用都道府県が２以上ある場合に、全壊５世帯以上[人口 10万 

未満の場合]又は２世帯以上[人口５万未満の場合]の市町村に適用） 

３ 適 用 日  平成 30 年７月５日 

４ 決 定 日  平成 30 年７月９日 


